
























大阪市の保護率について   別紙1  

（平成16年10月現在）  

○大阪市の保護状況  76，038世帯、100，881人（38．3‰）  

○大阪市の保護率を高めている主たる要因を除いた場合の保護状況  

49，139世帯、 71，526人（28．6‰）  

・西成区の保護状況 17，961世帯、 20，417人（150．8‰）  

・その他の主たる要因  

・更生相談所の措置による保護者数  3，273人（月中数字）  

・各区の「行旅病人」数  3，890人（月中数字）  

・各区の施設入所者（西成区を除く）   1，775人（月末数字）  

＊西成区の数値を除外する理由  

あいりん地域の居宅保護を抱え、突出した保護率を示しているため。  

＊「行旅病人」及び施設入所者の数値を除外する理由  

ホームレス及びあいりん地域の高齢日雇労働者が大半であるため。  

（注）  

①月中数字と月末数字の誤差がある。（月中数字のほうが月末数字より数   

値は高くなる）  

②更生相談所とは、あいりん地域の住居を持たない要保護者を対象とす   

る実施機関で入院・施設入所を担当している。  
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